
 

令和８年３月２４日 

＜報 道 発 表 資 料＞ 
（教育・大学同時）                                      
 

京 都 市 会 事 務 局 調 査 課 

京 都 市 教 育 委 員 会 指 導 部 学 校 指 導 課 

京 都 市 立 芸 術 大 学 
共 創 テ ラ ス ・ 連 携 推 進 課 

京 都 市 文 化 市 民 局 文化 芸 術 都 市 推 進室 文 化 芸 術 企 画 課 

    

 

令和８年度市会広報 
京都市立美術工芸高等学校及び京都市立芸術大学との連携 

 

 

 

京都市会では、市民の皆様に京都市会を身近に感じていただくため、様々な広報の取組を進めております。 

令和８年度は、今年度に引き続き京都市立美術工芸高等学校及び京都市立芸術大学と連携し、これから有

権者になる高校生ならではの視点と、大学生の専門性をいかし、効果的な市会広報の推進を図っていきます。 

 

 

＜取組内容＞ 

市民の皆様に市会の活動に対する興味と理解を広げていただけるよう、市会の基本的な仕組みや活動等に

ついて伝える作品を、京都市立美術工芸高等学校の生徒及び京都市立芸術大学の学生がそれぞれ制作し、市

会に対して提案を行います。 

制作された作品については、今後の市会広報において活用していきます。 

 

＜今後の予定＞ 

４月～６月   京都市立美術工芸高等学校との連携授業の実施 

（市会議場見学、市会の説明、作品制作、プレゼンテーションなど） 

６月～１１月  京都市立芸術大学との連携授業の実施 

（市会議場見学、市会の説明、作品制作、プレゼンテーションなど） 

 

 

【参考】 

＜令和７年度の京都市立美術工芸高等学校との取組＞ 

京都市立美術工芸高等学校デザイン専攻 3 年生が、リーフレット、条例かるた、カレンダーなど、効果的な

市会広報につながる作品を制作しました。また、取組において制作されたポスターデザインの作品を使用し、

9 月市会及び１１月市会のポスターを制作しました。 

 



 

生徒による制作作品 

京都市会プロモーションマークとして選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和７年度の京都市立芸術大学との取組＞ 

京都市立芸術大学美術学部デザイン科総合デザイン専攻３回生が、京都市会プロモーションマーク（市会広

報物に共通して使用するデザイン）を制作しました。また、取組において制作されたプロモーションマークの

デザインを使用し、令和８年２月市会のポスターを制作しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

京都市会事務局調査課 

電話：０７５－２２２－３６９７ 


